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福井ふるさと百景
いけだエコキャンドル
（池田町）
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※表紙の写真　いけだエコキャンドル
いけだエコキャンドルは、家庭で不要になった食用油からリサイクルして作った廃油ろうそく数万本を並べ、秋の夜、町内で一斉に点
火する幻想的なイベントです。

　県連合会では、福井県の地域産品等の情報発信、

販路拡大を目的として、９月２４日（土）、２５日

（日）に坂井市三国町にて開催された「２０１６東

海・北陸Ｂ−１グランプリin坂井」に併せ、「ふく

い魅力フェスタ 〜ふくいの特産品発信〜 」をみくに

文化未来館展示ギャラリーにて開催しました。

　県内各地には、多くの“魅力ある地域産品”があ

りますが、小規模事業者のため広くＰＲする機会が

なく、地元消費に留まっていることも少なくありま

せん。魅力フェスタでは、そういった魅力ある商品

をより多くの消費者にＰＲするため、各商工会より

販売ブースを出展、農・水産加工品や菓子など地元

の味覚や工芸品の展示即売と消費者ニーズの調査を

実施しました。

　北陸で初めてのＢ−１グランプリ支部大会という

ことで、坂井市三国町の旧市街地の会場には、２日

間で計１１万２千人（Ｂ−１グランプリ主催者発

表）が来場し、魅力フェスタ会場も大勢の来場者で

賑わいました。

みくに文化未来館にて福井県特産品のＰＲ
～ふくい魅力フェスタを開催～
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小規模事業者持続化補助金の実施が決定しました

　平成28年度補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」の実施が決定しました。

　本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓などの取り組み（例：新たな

市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等）などを支援するため、それ

に要する経費の一部を補助するものです。

内　　容：小規模事業者が、商工会と一体となって、販路開拓に取り組む費用の２／３を補助します。

補助上限額：５０万円

（①雇用を増加させる取組　②買い物弱者対策の取組　③海外展開の取組については、100万円を補助上限

とします。）

※募集内容については、一部変更となる場合があります。

公募締切：平成２９年１月末予定

そ の 他：詳細が決まり次第、福井県商工会連合会ホームページに公募要領等を掲載します。

http://www.shokokai-fukui.or.jp/

※�申込にあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会で書類を確認する作業が必要なため、余裕を持った日

程で、商工会にご相談ください。

顧客層に合せてトイレを　　　　　　洋式に造り替えたい 店舗内の
商品陳列

を改良し
たい

商品パッケージを改善したい新たな顧客獲得のためにチラシを作りたい

ホームページをつくりたい 商談会に参加したい

ふくいやる気ネットワーク ビジネスマッチングフェア２０１７
～やる気ネットワークへのエントリー募集～

■参加登録企業の募集　　 平成２８年１１月１０日(木)まで

■開催日 　　　　　　　　平成２９年２月１日（水）

■会場　　　　　　　　　 福井県産業会館　本館２階 展示場　

● 経営革新等に取り組んでいるやる気のある企業同士のビジネス商談会の場を創出し、新たな事業活動や販路開拓

を実現するための支援を行います。

● 大手機械メーカー等にパイプのあるマッチングコーディネーターや、大都市近郊にある産業集積地に在する工業

系企業が参加する特別商談会も同時に実施します。

①福井、石川、富山、滋賀県などの企業とのマッチング商談

② 大都市圏スーパー、ギフト、通販等のバイヤーとのマッチ

ング商談

③福井県内スーパー等バイヤーとの商談

④ 工業系マッチングコーディネーターや首都圏等産業集積地

の製造業企業との商談

⑤自社商品、技術、ノウハウ、サービスなどのＰＲ

⑥国県補助金や海外展開支援の専門家相談
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業務改善助成金が拡充されました
　業務改善助成金制度は、事業場内の時間給 1,000 円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業場

に対して、生産性向上のための設備投資（機械設備・POSシステム等の導入）などに係る経費の一部を助成する

制度です。

（支給の要件）

1　賃金引上計画

事業場内の時間給 1,000 円未満の労働者の賃金を一定額以上引き上げる計画（賃金引上計画）を作成し、実施

する。（引上げ後の賃金額を就業規則で明記する必要があります。）

2　業務改善計画

業務改善（労働能率の増進に資する設備・器具の導入等）に係る計画（業務改善計画）を作成し、実施する。

※賃金の引上げ、業務改善を実施する前に、労働局へ交付申請をする必要があります。

（助成上限額）

1　現行コース

区　分 助成対象事業場 引き上げ額 助成率 助成の上限額

60 円コース
事業場内最低賃金が
1,000 円未満の事業場

60円以上
2 分の 1
（常時使用する労働者数が企業全体
で 30 人以下の事業場は 4 分の 3） 

100万円

 2　引き上げコース

区　分 助成対象事業場 引き上げ額 助成率 助成の上限額

30 円コース
事業場内最低賃金が
750 円未満の事業場 

30円以上 10 分の 7＊
（常時使用する労働者数が企業全体
で 30 人以下の事業場は 4 分の 3＊）
 
＊別途定める生産性要件を満たした場合は、

　4分の 3

（常時使用する労働者数が企業全体で 30 人以

下の事業場は 5分の 4）

50万円

40 円コース
事業場内最低賃金が
800 円未満の事業場

40円以上 70万円

90 円コース 事業場内最低賃金が
800 円以上 1,000 円
未満の事業場

90円以上 150万円

120円コース 120円以上 200万円

お問合せ先：福井県最低賃金総合相談支援センター　福井県福井市二の宮３丁目３０−１１

　　　　　　TEL　0120-747-770

申　請　先：福井労働局雇用環境・均等室　福井県福井市春山１丁目１−５４

　　　　　　TEL　0776-22-0221

併せて確認！福井県の最低賃金

　福井県の最低賃金が、平成２８年１０月１日から７５４円（時間額）に改定されました。

※産業によって特定（産業別）最低賃金が定められているものがあります。

お問合せ先：福井労働局基準部賃金室　福井県福井市春山１丁目１−５４
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犯罪や非行をした人を雇用し、立ち直りを助ける

「協力雇用主」を募集しています
 協力雇用主とは・・・？

　犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、

改善更生に協力する民間の事業主の方々です。

 協力雇用主の方々の不安を軽くするために、国の支援制度があります！

就労・職場定着奨励金

　刑務所出所者等を雇用した場合、最長 6 か月間、月額最大 8 万円をお支払いします。　

　※刑務所出所者等に対して、OJT や生活指導等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。

　その他に、就労継続奨励金、身元保証制度、トライアル雇用制度など様々な支援制度があります。　

 実際の雇用に当たっては、保護観察所が全面的にバックアップします。

登録のお申込み・お問合せはこちら
　福井保護観察所　〒910-0019 福井市春山1-1-54　TEL.0776-22-2858

雇用保険の適用拡大等について
〜平成29年１⽉１⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります〜
　これまで、65 歳以上の労働者は、「高年齢継続被保険者」（※１）となっている場合を除き、雇用保険に新規に加

入することはできませんでしたが、平成 29 年１月１日以降、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象と 

なります。

平成29年１⽉１⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

　雇用保険の適用要件（※２）に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」 

（以下「資格取得届」という。）を提出（※３）してください。

平成28年12⽉末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年１⽉１⽇以降も継続して雇用している場合

　雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成 29 年１月 1 日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄の

ハローワークに「資格取得届」を提出（※４）してください。

平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年１⽉１⽇以降も継続して雇用している場合

　ハローワークへの届出は不要です。（自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。）

（※１）65 歳に達した日の前日から引き続いて 65 歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。

（※２）１週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、31 日以上の雇用見込みがあること。

（※３）被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。

（※４）提出期限の特例があります。平成 29 年 3 月 31 日までに提出してください。

〜平成29年１⽉１⽇より、65歳以上の被保険者も各給付⾦の対象となります〜

　詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご覧ください。

最大４８万円

⾼年齢求職者給付⾦
⾼年齢被保険者として離職し
た場合、受給要件を満たすご
とに、⾼年齢求職者給付⾦が
⽀給（年⾦と併給可）されます。

育児休業給付⾦、介護休業給付⾦
⾼年齢被保険者として、育児休業や介護休
業を新たに開始する場合も、要件を満たせ
ば育児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀
給対象となります。

教育訓練給付⾦
教育訓練を開始した日において⾼年齢被保険者である
方または⾼年齢被保険者（平成 28 年 12 月末までに離
職した方は、⾼年齢継続被保険者）として離職日の翌
日から教育訓練の開始日までの期間が１年以内の方も、
要件を満たせば教育訓練給付⾦の⽀給対象となります。
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育児・介護休業法が改正されます！
－平成２９年１月１日施行－

　介護をしながら働く人や、有期契約労働者が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう法律が改正されます。

【改正のポイント】

１．介護休業の分割取得

対象家族１人につき通算９３日まで、３回を上限として、分割して取得可能になります。

２．介護休暇の取得単位の柔軟化

介護休暇の半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得が可能になります。

３．介護のための所定労働時間の短縮措置等

介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上の利用が可能になります。

４．介護のための所定外労働時間の制限（残業の免除）

対象家族１人につき、介護終了まで利用できる所定外労働制限の制度が新設されます。

５．有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

育休の取得要件が次のとおり緩和されます。

①申出時点で過去１年以上継続し雇用されていること

② 子が１歳６か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らか

でないこと。

６．子の看護休暇の取得単位の柔軟化

子の看護休暇について半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得

が可能になります。

７．育児休業等の対象となる子の範囲

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。

８．いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

　育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の内容等、詳しくは福井労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。

「いい人材を採用するための事例紹介セミナー」のご案内
　企業の人事・採用担当者が、人材採用の悩みを解消し、採用力を高め、業績アップや新規事業の成功、社内改善

などを進めていくきっかけとすることを目的として、人材確保のための事例紹介セミナーが開催されます。

【嶺北会場】 【嶺南会場】

日時：１１月９日（水）13：30 〜 15：30 日時：１１月１０日（木）13：30 〜 15：30

会場：福井商工会議所Ｂ１Ｆ国際ホール 会場：敦賀市市民文化センター　小ホール

【各会場共通】

講師：株式会社船井総合研究所　人材チーム　経営コンサルタント　山内栄人　氏

定員：１００名　　　受講料：無料

※セミナー終了後、県内外の人材紹介会社との相談会も開催されます。

（参加人材紹介会社：嶺北会場８社／嶺南会場５社　両日 15：30 〜 16：45）

お問合わせ先：TEL 0776-34-1570

【福井県産業人材Ｕ・Ｉターン促進事業　業務委託会社】　（株）キャリアプラス
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県内青年４団体による協定締結式を行いました

　９月に、県内４つの青年団体による友好提携の協定

締結式が福井市内のホテルで行われました。

　協定を結んだのは県商工会議所青年部連合会（高木秀

樹会長）、県商工会青年部連合会（丸木豪会長）、県中

小企業団体青年中央会（永善友之会長）、日本青年会議

所北信越地区福井ブロック協議会（河合洋典会長）の

４団体。◇参加団体のネットワークの構築◇企業間連

携促進の機会創出◇緊急時のネットワーク構築の３つ

の基本方針に沿った締結書に調印しました。

　舞鶴若狭自動車道や中部縦貫自動車道の開通、北陸

新幹線の延伸、２年後の福井しあわせ元気国体・大会などを契機に、団体の垣根を越えて県の活性化に結び付ける

ことを目的とし、今後は各団体が実施している事業への相互参加やビジネスマッチング、災害時のネットワーク構

築など連携、交流を図っていきます。

県産業労働部との意見交換会を開催しました

　県産業労働部と県青年同友会・県青年部連合会との

意見交換会を１０月１４日（金）に県連合会にて開催

しました。

　県からは、安部産業労働部企画幹、藤井産業政策課

課長、小江畑産業政策課小規模企業応援室長が出席し、

同友会・県青連役員２５名と県内小規模企業の経営の

現状や課題についての意見交換を行いました。

　意見交換会では、中嶋同友会会長の挨拶の後、安部

企画幹より「県の産業施策と最近の国の経済動向」を

テーマに県内中小企業・小規模事業者に対する県の支

援施策について説明が行われました。同友会・県青連の役員からは、地域の現状や経営者として抱える課題につい

て意見や要望が述べられ、今後の地域産業活性化のためにどのような取り組みが考えられるか双方の立場から意見

が交わされました。

　引き続き開催された情報交換会には片山産業労働部長も出席し、若手経営者としての事業経営や地域振興への取

組みなどについて県産業労働部との間で情報交換が行われました。
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若者・女性経営者等資質向上セミナーを開催
　県連合会では、地域の経済活動の担い手となる若手経営者や若手後継者並びに女性経営者や事業従事者が、事

業経営の中で課題となりうる事業承継や経営手法としての経営（事業）計画の作成、経営革新計画の作成及び 

事業活動を通じた効果的な地域活性化手法に関するセミナーへの参加を通して自社の経営に活かせる資質等の向上を

図ることを目的として青年部、女性部それぞれにおいて若者・女性経営者等資質向上セミナーを開催しました。

 ◆ 青 年 部 ◆

　青年部では県内４ブロックの会場において、若者経営者等

資質向上セミナーを開催しています。セミナーでは、経営分

析と経営革新の進め方をテーマに 2 部構成で学ぶ内容となっ

ています。

　第 1 部では、自社の現状について見つめ直すことにより問

題点の抽出を行い、自社の将来像とその実現のために行うこ

とを明確にしていきました。

　第 2 部では、具体的に誰に、何を、どうするかといった自

社の事業ドメインを明確にするグループワークを行い、経営

計画の策定など行いました。

　参加者からは、「分かりやすい説明で勉強になりました」や「新たな気づきのきっかけとなりました」との感想

があり、自社の現状把握や経営見直しの機会となりました。

　11 月 11 日（金）、18 日（金）には、丹南ブロックのセミナーを 19：00 より鯖江市民活動交流センターにて

行いますので、参加を希望される方はお近くの商工会までお問い合わせください。

 ◆ 女 性 部 ◆

　女性部では、“ふるさと名物を活かした観光まちづくり”を

共通のテーマとして、これまで県内各 13 商工会それぞれにお

いて実施していたセミナーを本年度はブロックごとに開催し、

地域内の交流と意見交換の機会としました。

　丹南ブロックでは、講師にまちとひと感動のデザイン研究所

代表 藤田とし子氏を招き、マップ作りによるまちの魅力の再

発見、にぎわい創出の事例等について全国の女性部での取組み

を中心として学びました。

　坂井ブロック、高志・福井ブロックでは、品川区商店街連合

会副会長 綱嶋信一氏を講師として招き、一人でも立ち上がろうという気持ちがまちを変える力になるということ、

地域や経営の課題解決のための取組みのコツについて学び

ました。また、グループワークやディスカッションを通じ

て意見交換することによって新たな視点を取り入れ、今後

の女性部活動やまちづくりのヒントとしました。

　嶺南ブロックでは、講師にウィンクル代表で中小企業診

断士の塩山徳宏氏を招き、自分たちの興味や特技とまちの

魅力をかけあわせたビジネスプランの作成を通して、まち

づくりや魅力発信について理解を深めました。
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近畿府県商工貯蓄共済合同キャンペーン
（商工貯蓄共済のお知らせ）

第３３回伝統的工芸品月間国民会議全国大会
　福井大会の開催について

　キャンペーン期間中に商工貯蓄共済にご加入いただきますと、新規⽉額掛金１０, ０００円毎に、
５, ０００円相当の特産品をもれなくプレゼント！
　特産品は近畿７府県の 21 商品と、東日本大震災復興支援として東北３県から３商品、全 24 商品と盛りだくさ

ん。福井県からは、以下の３商品よりお選びいただけます。是非この機会に、新規で加入して、お好きな特産品を

お申し込み下さい。

キャンペーン対象　　平成28年8月26日〜12月20日のご契約受付分
プレゼント商品発送　　第１回　 8月26日〜10月25日ご契約分　a　平成28年12月下旬(予定)
　　　　　　　　　　　第２回　10月26日〜12月20日ご契約分　a　平成29年 1月下旬(予定)

　全国の伝統工芸品が福井に集合！

日 時 　１１月２５日（金）〜 ２７日（日）１０時 〜１７時
　　　　　　　※２７日は１６時まで 

開催場所 　サンドーム福井（越前市瓜生町）

概 　 要 　伝統工芸の魅力に触れてみよう！ 

・親子で楽しめる工芸品の製作体験 

・全国から集まった伝統工芸品の展示・販売 

・漆器、陶器で福井のお菓子を味わうフードコート 

・産地の魅力再発見バスツアー ※サンドーム福井発

主  催 　経済産業省、福井県伝統的工芸品月間推進協議会　他

問 合 先 　福井県伝統的工芸品月間推進協議会 事務局
　　　　　　　（窓口） 福井県産業労働部地域産業・技術振興課 　伝統工芸振興室    ☎ 0776-20-0377 　

若狭すっぽん鍋セット

日向湖（ひるがこ）

福井ふるさと冬の風物詩

水ようかんとバターどら焼き・

羽二重餅パイの詰合せ

越前の麺　そば（乾麺）

提供先：わかさ東商工会

　　　　若狭すっぽん養殖場

提供先：あわら市商工会　

　　　　甘党本陣　嵯峨　

提供先：坂井市商工会

　　　　友吉製粉製麺

（写真：ろくろ体験）　
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ネットde記帳は商工会推奨の経理システムです

消費税の価格転嫁でお困りではないですか？

　ネット de 記帳は、インターネットを利用したシステムで、一般のソフトと同様、伝票入力や決算、各種申告書

作成等が【いつでも】【どこでも】【誰にでも】簡単に行える経理システムです。

　ネット de 記帳は、商工会等において操作方法等のサポートを行っていることに加え、身近な商工会による

記帳・経理等の指導が受けられるということが最大の特徴です。

　平成 25 年 10 月より、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されており、特定事業者（買い手）による特定供給

事業者（売り手）への消費税の転嫁拒否等は禁止されています。

消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為

（注） 上記のほか、特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、

取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取り扱いをすることを「報復行為」として禁止しています。

　違反した事業者には、転嫁拒否した消費税分の返還勧告や社名の公表といった厳しい措置が講じられています。

　 （平成 30 年９月 30 日までの措置）

転嫁拒否に関するご相談は、消費税転嫁対策室まで！
　近畿経済産業局　消費税転嫁対策室　TEL　06-6966-6038　　FAX　06-6966-6079

◆簡単操作で申告まで！
　分かりやすい入力画面で決算書や所得税申告書、消費税申告書まで作成可能。電子申告も行えます。

◆わかるまで・できるまでしっかりサポート！
　お客様と同じ画面を見ながらのアドバイスや、付箋機能を利用した質問受付などにより、丁寧にサポートします。

◆メンテナンスフリー
　クラウドサービスなので、ソフトのインストールやバージョンアップといった面倒な作業が一切発生しません。

月々の費用負担も少ないので、ぜひご活用ください！

ネット de 記帳の詳細については、お近く商工会までお問い合わせください。

買いたたき
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又

は役務の対価について、合理的な理由なく通常支払われ

る対価よりも低く定める行為

商品購入・役務利用又は利益提供の要請
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又

は役務について、消費税率の引上げ分の全部又は一部を

上乗せする代わりに、特定供給事業者に商品を購入させ、

役務を利用させ又は経済上の利益を提供させる行為

本体価格での交渉の拒否
特定事業者が、商品又は役務の対価に係る交渉において

本体価格（消費税を含まない価格）を用いる旨の特定供

給事業者からの申出を拒む行為

減　額
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又

は役務について、合理的な理由なく既に取り決められた

対価から事後的に減じて支払う行為

税制改正に対応 建設業・不動産業・農業
にも対応

安心安全のデータ保護



商工会ふくい　� 平成28年（2016年）11月1日� No51

商工会は行きます� 聞きます� 提案します〜会員満足向上運動〜

10

県
内
の
景
気
動
向

中小企業景況調査� （９月１日時点）

　県商工会連合会では、県内商工会会員165企業に対して年４回景況調査を実施しています。

［業界全体の業況］
　業界全体の業況については、前期▲26.4、今期▲23.3とやや改善し、来期もやや改善の見通し。 

※DI 値（ディフュージョン・インデックス、景気動向指数）
　増加 ( 上昇・好転 ) 企業の割合から減少 ( 低下・悪化 ) 企業の
割合を差し引いた値を示すもの。仕入れ単価はプラスになるほ
ど悪化となります。

会員情報（経営動向）調査� （平成28年9月末）

製 造 業
・福井市内や町内にアンテナショップ等の出展も多く、更なる販路開拓が見込まれる。 （高志・福井地区）

・円高により、輸出関係の営業利益減少が予想され、それに伴い資金繰りの悪化が懸念される。 （丹南地区）

建 設 業
・業界全体で人手不足の中、離職も増加している。 （高志・福井地区）

・公共工事の受注減少が続き業況が厳しいことに加え、熟練技術者の退職による技術力の低下が懸念される。 （嶺南地区）

小 売 業
・大手小売業とは差別化を図り、確かな品質の商品の提供を心がけ、一定の顧客を確保できた。 （坂井地区）

サービス業
・日帰り客が増加した一方で、宿泊客は減少傾向。ネットを通じた販売に力をいれる事業所が増えている。 （嶺南地区）

　県内各商工会では、全経営指導員が各地域の経営環境を把握し、商工会全体で情報の共有を図り、対策を講じ

ることを目的として、年４回「会員情報（経営動向）」調査を実施しております。

　その中から抜粋して一部をご紹介させていただきます。

業 種 別 ／ 項 目 別 売上額 仕入単価 採　算 資金繰り 従業員数 業　況

全　　　体

D Ｉ値 ▲ 20.9 21.6 ▲ 29.2 ▲ 16.8 ▲ 6.8 ▲ 23.3

製　造　業

D Ｉ値 ▲ 5.5 25.7 ▲ 7.9 2.6 ▲ 8.3 ▲ 13.2

建　設　業

D Ｉ値 0.0 20.9 ▲ 33.3 ▲ 8.4 ▲ 18.2 ▲ 12.5

小　売　業

D Ｉ値 ▲ 35.3 13.7 ▲ 45.1 ▲ 35.3 ▲ 11.1 ▲ 36.0

サービス業

D Ｉ値 ▲ 26.9 26.9 ▲ 27.4 ▲ 16.7 4.5 ▲ 23.6

D Ｉ値 100 〜 15.1 15 〜 0.1 0 〜 ー 15 ー 15.1 〜 ー 40 ー 40.1 〜 ー 100

天気図

傾　向 好転 やや好転 やや悪化 悪化 大幅に悪化
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　このコーナーでは、今さら恥ずかしくて人に聞けない…（ＩＴやパソコンに関する基本的な事、「同僚や部下
にこんな事聞けない」など）という方の味方になる事を目指したコーナーです。

　今回は「Fintech」（フィンテック）について説明します。

今さら聞けないＩＴ（ＩCT）用語

イベント案内（11月～Ｈ29．１月）
　各商工会地区で行われるイベントをご紹介します。

のコーナー

イベント名称 イベント日程 イベント会場 商工会地区

高浜町ふぐまつり＆産業まつり 平成２８年１１月 ３日（木・祝） 若狭たかはまエルどらんど ⾼ 浜 町 商 工 会

あわら灯源郷 平成２８年１１月 ５日（土）～ ６日（日） あわら温泉湯のまち広場 あわら市商工会

わかさ東あきんどまつり 平成２８年１１月 ６日（日） ショッピングセンターレピア特設会場 わかさ東商工会

はながたみもみじまつり 平成２８年１１月 ６日（日）～２０日（日）
越前市粟田部町　花筐公園

越 前 市 商 工 会はながたみもみじまつり　ふるまい鍋 平成２８年１１月１３日（日）

花筐絵画展 平成２８年１１月１１日（⾦）～２０日（日） 越前市粟田部町　嶋会館・花筐公民館

いけだ食の文化祭2016 平成２８年１１月１２日（土）～１３日（日） 池田町全域 池 田 町 商 工 会

三国温泉カニまつり 平成２８年１１月１９日（土）～２０日（日） 三国サンセットビーチ駐車場 坂 井 市 商 工 会

越前かにまつり 平成２８年１１月１９日（土）～２０日（日） 道の駅越前駐車場 越 前 町 商 工 会

じねんじょまつり 平成２８年１１月２０日（日） おおい町名田庄小倉　あきない館前 おおい町商工会

剱岳かりんて祭 平成２８年１１月２３日（水・祝） 剱岳公民館 あわら市商工会

2016Ｂ－１グランプリスペシャル
　　　　　　in東京・臨海副都心（出展） 平成２８年１２月 ２日（土）～ ３日（日） 東京都江東区

ダイバーシティ東京プラザ 坂 井 市 商 工 会

第42回水仙まつり　荒波フェスタ 平成２８年１２月１７日（土）～１８日（日） 河野シーサイドパーク 南越前町商工会

古式鍛錬 平成２９年 １月 １日（日）午前零時 タケフナイフビレッジ 越 前 市 商 工 会

越前万歳初舞 平成２９年 １月 １日（日） 越前市商工会味真野⽀所 越 前 市 商 工 会

第42回水仙まつり　水仙・カニフェア 平成２９年 １月１４日（土）～１５日（日） 道の駅越前 越 前 町 商 工 会

Fintech（フィンテック）とは  

「金融（Finance：ファイナンス）」と「技術（technology：テクノロジー）」を
掛けあわせた造語で、IT 技術を利用した⾦融サービスを指します。
＜代表的なフィンテックの事例＞

・家計簿系のサービス…マネーフォワード、Zaim など
・スマホ決済・送⾦系のサービス…楽天スマートペイ、LINE Pay など
・クラウドファンディング系のサービス…Kickstarter など
・オンライン融資系のサービス…楽天スーパービジネスローン、Amazon レンディングなど
・仮想通貨関連のサービス…ビットコインを使った決済サービス、ATM など

＜フィンテックが世の中を便利にする＞
　LINE や Facebook 経由でお⾦を送⾦できるようになったり、指紋認証だけで店頭での⽀払いができ
るようになったりと、IT を駆使することで⾦融が身近なものになっていくことが予想されます。

新サービスが続々と誕生

金融
Finance×Technology

技術

生体認証技術を用いた
決済手段サービス

手数料が格安の
国際送⾦サービス

人工知能（AI）を駆使し
経理業務を自動化

レジ設置不要の
モバイル決済サービス

複数の⾦融口座を連携して
スマホで家計簿を管理
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わかさ東商工会（平成28年10月１日現在）
　管内人口：25,440人（美浜町9,905人　若狭町15,535人）
　商工業者数：1,188事業所　会員数：784事業所　組織率：65.9％

クローズアップ商工会

　わかさ東商工会の管轄エリアは美浜町・若狭町であり、職員は事務局長を中心に本所と２つの支所に12
名配属しております。当地の基幹産業は常神半島、三方五湖・レインボーライン、水晶浜、熊川宿などの
観光地を中心とした観光サービス関連産業であり年間多くの観光客が訪れる地域です。昨年の11月に経済
産業大臣から経営発達支援計画の認定を受け、今後もより一層小規模事業者の経営発達のために職員一丸と
なって経営支援に取り組んでいきます。

わが商工会の一押し取組み！　    レインボー戦隊五湖レンジャー事業（青年部）」
　美浜町、若狭町にまがたる５つ湖をモチーフにしたご

当地ヒーロー「レインボー戦隊五湖レンジャー」は今年

で 15 年目を迎え、コスチュームは４回リニューアルし

ています。当初は市販の衣装でしたが、地域の木材業、

造船業、板金塗装業等の会員企業や県立美方高校からの

協力を得ながらリニューアルを重ねハイクオリティな仕

上がりとなっています。このキャラクターを活用し、

商工会主催のあきんどまつりをはじめとする地域イベ

ントへの出演や、保育所訪問活動を通じて地域を守る絆の大切さを啓蒙しています。最近では地元だけでなく、 

南越前町や高浜町にまで活動範囲を広げ、異業種交流や人材育成など商工会発展に貢献しています。

経営発達支援計画認定商工会としての今後の役割
　当地域の基幹産業である観光サービス関連事業者を重点支援業種に

位置づけ、その関連事業者の売上向上と経営力強化の底上げを目指し

つつ、専門家派遣や補助金の申請支援（経営革新・ものづくり・逸品

創業ファンド・新分野展開スタートアップ・老舗チャレンジ事業・持

続化補助金など）を積極的に展開し地域産業全体の底上げを狙ってい

ます。また、地域小規模事業者のやる気をさらに促進させ持続的な経

営に結び付けてもらうため「みらい経営塾（全５回シリーズ）」の開催

を通して、将来に向かっての事業ドメインの明確化や、経営課題の課

題解決に向けた経営計画の策定支援等も積極的に行っています。

　地域の小規模事業者の経営環境は依然として厳しい状況でありますが、経営発達支援計画の認定商工会として

より一層の伴走型支援を行っていきます。

わが商工会おすすめの観光スポット
　熊川宿は、若狭から京都を結ぶ重要な宿場で、天正 17 年以来発展を

続けてきました。奉行所・番所・お蔵屋敷の跡が残り、情緒あふれる街

道沿いには、昔ながらの用水路が流れています。また、豊臣時代から藩

政末期におよぶ古文書・御用日記なども保存されています。平成 27 年

には、熊川宿を含む鯖街道が「御食国若狭と鯖街道」として日本遺産に

認定されました。年間通じて多くの観光客が訪れており、熊川宿道の駅

を拠点として熊川の街並みを散策するコースがおすすめです。


